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定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、2021年５月 17日開催の取締役会において、2021年６月 21日開催予定の第 98回定時株主総会

に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．定款変更の理由 

（１）今後の事業収益基盤の強化に資せしめるため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を追

加し、それに伴う必要な号数の繰り下げを行なうものであります。 

（２）インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理性を図るため、当社

の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告による公

告をすることができない場合の措置を定めるものであります。 

 

２．定款変更の内容 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第１条  （条文省略） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

(１)～(８)  （条文省略） 

（新  設） 

 

(９)  （条文省略） 

第３条～第４条  （条文省略） 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する

方法により行なう。 

 

 

 

第６条～第36条  （条文省略） 

第１条  （現行どおり） 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす

る。 

 (１)～(８)  （現行どおり） 

(９)土地の造成および分譲、ならびに不動産の

開発、利用、売買、賃貸、仲介および管理 

(10)  （現行どおり） 

第３条～第４条  （現行どおり） 

（公告方法） 

第５条 当会社の公告方法は、電子公告とする。た

だし、事故その他やむを得ない事由によっ

て電子公告による公告をすることができ

ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法

により行なう。 

第６条～第36条  （現行どおり） 

 

３．日程 

  定款変更のための株主総会開催日   2021年６月 21日（予定） 

  定款変更の効力発生日        2021年６月 21日（予定） 

以 上 


